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照会先から回答できない旨の回答（拒否回答）が返

ってきましたが，このような場合，照会先に対し，改め

て弁護士会から回答を促してもらうことはできますか。

できます。

照会先から回答を不当に拒否された場合や，照会先か

らの回答が照会事項に対応していなかった場合等，回答

に不満がある場合には，異議の申出をして下さい。

弁護士会では，照会申出弁護士からの異議を検討の

上，適当と認めたときは，照会先に対し再度照会書を送

付する方法により，照会制度の趣旨を説明して，報告す

るよう説得を行なっています（照会手続申出規則第7条

2項）。

なお，再度照会書の送付によっても，回答が得られず，

かつ，それが著しく不当と認められる場合には，弁護士

会から照会先に対し，抗議文書の送付等，適宜の処置を

とることもあります（同規則第7条3項）。

再度照会制度を利用するための，具体的な手続を教

えて下さい。

「異議申出書」を会員課窓口にご提出下さい。

特に雛形はありませんが，受付番号等，照会申出書

と同様の表記をした上で，照会先の回答拒否が不当で

ある理由を具体的に記載して下さい。

異議申出書を提出すれば，必ず再度照会をしてもら

えるのですか。

いいえ。

再度照会は，弁護士会が照会申出弁護士の異議を適

当と認めた場合に，必要に応じ，行なわれるものです

ので，ご了承下さい。

再度照会をしても，照会先から回答が得られること

はほとんどないのではありませんか。

確かに再度照会の回答率は低いです。

ただ，当初の回答が照会事項に対応していなかったよ

うな場合には，元々の照会事項の表現等を工夫すること

により，適切な回答を得られることがあります。

また，不当拒否に対しては，再度照会書で，回答拒否

に正当理由がないことを説得的に論証することにより回

答が得られる可能性が高まります。

なお，再度照会書では，弁護士会照会制度の趣旨（弁

護士が職務を円滑に遂行するための手段であり，裁判の

真実発見と公正な判断に寄与するとして弁護士法で認め

られた制度であること），照会先には報告義務があると解

されていること（大阪高判昭和51年12月21日）及び

個々の事案における報告義務の有無は，照会先から報告

を得ることによる公共的利益と個人の名誉，プライバシ
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ー等の各法益とを具体的に比較考量した上で決せられる

こと等を論述した上で，当該回答拒否に正当理由がない

ことを示して，照会先の理解・協力を求めています。

拒否回答を防止するためには，どうすればよいので

しょうか。

個々の照会が必要性・相当性を有していることを，具

体的に照会先に理解してもらうことが大切です。

照会事項は，その多くが個人の名誉やプライバシーに

関わるため，回答に応じた照会先が，照会対象者から提

訴される可能性があります。また，今後は個人情報保護

法の影響により回答拒否が増加することが懸念されます。

日弁連や東京三会では，拒否回答の多い照会先との間

で協議会を開催する等，回答拒否を少なくするための努

力をしていますが，これとは別に，照会申出弁護士が，

回答を得やすくするための配慮をすることが何よりも重

要です。

照会申出書の作成にあたっては，他に代替手段がない

事情等を織り交ぜながら，個々の事案における照会の必

要性・相当性を明らかにするよう心掛けて下さい。その

際，法律の素人である照会先にも照会申出書の内容が理

解できるよう，平易な文章を心掛けて下さい。最低限，

照会事案がどんな事案で，当該事案においてなぜ照会が

必要なのかを照会先に理解してもらうことが必要です。

これは，回答を迅速に得るためにも効果的です。また，

事案によっては，あらかじめ照会先に根回しをした方が

効果的な場合もあります。

ところで，照会申出書には，誤字脱字の多さが目立ち

ます。また，しばしば相手方を誹謗中傷する表現もみら

れます。これらは，全体として，弁護士会や弁護士会照

会制度に対する信用を低下させる原因となりますので，

照会申出書の作成にあたっては，誤字脱字や文章表現に

もご注意下さい。

（東京弁護士会調査室）
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さる9月28日，近時マスコミに注目されているいわゆる
新宿事件といわれる触法少年の少年審判に関し，保護処分
決定前の審判手続の内容がマスコミ各社により報道され，9
月30日には少年に対する審判決定の要旨がマスコミ各社に
対して公表された。
少年審判は，発達途上にある少年の立ち直りを目指して

行われるので，少年をさらし者にせず，その情操を保護し，
社会復帰を妨げないために，非公開とされている。裁判官，
家庭裁判所調査官などが職務上知りえた少年の非行，要保
護性に関する事実の秘密を守る義務があるのは当然のこと
であり，ことに少年事件については，非公開の制度趣旨か
らも，厳に遵守されなければならない。

（保護処分決定前の少年事件の審理内容の開示について）
上記9月28日の報道の内容は，少年が審判過程で非行事

実につき否認に転じたこと，否認の内容やその時期，否認
に転じた理由などに関するものであり，審判内容の核心部
分である。しかもその背景事情等は捨象されており，また，
裁判所が認定した事実ではなく，審判などにおける少年の
主張が取り上げられている。このような内容の公表は，少
年本人や保護者・付添人から了解を得ることなくなされて
いる。
少年審判途中でのこのような断片的な情報の公表は，一

般市民に少年に対する悪印象を与えたり，少年の受け入れ
先の確保や被害者との関係修復を阻害する虞があるなど，
少年の社会復帰を徒に困難にし，また，少年や保護者を萎
縮させ，少年審判の機能を低下させ，少年の地域社会で健
やかに成長する権利を著しく侵害しかねないものであり，

極めて重大な問題であって看過しえない。
少年審判手続が非公開であることから，上記報道の前提

となる情報は，東京家庭裁判所によって開示されたものと
考えざるを得ない事情がある。
当会は，東京家庭裁判所において，このような事態が二

度と生じないよう十分な配慮がなされることを強く求める。

（審判要旨の公表について）
当会は，かねてより，審判決定要旨の公表については，

当会は，上記審判非公開の趣旨に照らし，少年を特定する
情報を除外し，少年の成長発達権を阻害しないよう配慮す
るとともに，手続的に，付添人の同意ないし意見を聞き，
それを十分に尊重すること等を要件とするなどして，必要
性が極めて大きいためやむをえず審判要旨を公開する場合
について，公開の基準を慎重に法定化することが必要であ
ると主張してきた。今回の公表が審判の結果を開示する制
度の法制化がなされないまま，そして付添人の意見や同意
を求めることなくなされたことは極めて遺憾である。
当会は，少年事件に関する情報の公表や被害者への開示

の問題について，国民的議論に基づき公表・開示の基準や
手続きの立法的な解決を慎重に行うよう指摘してきたとこ
ろであるが，重ねて慎重な立法的な解決を図ることを求め
るとともに，かかる法的基準もなく，付添人の意見を求め
る手続きもなされない中でのこのような審判決定要旨の公
表が行われないよう，関係者の配慮を求めるものである。

2004（平成16）年10月6日
東京弁護士会会長　岩井重一


